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第４回軽米町議会定例会令和４年度軽米町一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会  

 

令和 ５年 ９月１１日（月） 

午前１０時００分  開 議  

 

議 事 日 程 

 議案第 ９号 令和４年度軽米町一般会計歳入歳出決算の認定について  
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〇出席委員（１１名） 

   １番 田 中 祐 典 君       ２番 甲 斐 鉦 康 君 

   ３番 上 山   誠 君       ４番 西 舘 徳 松 君 

   ５番 江刺家 静 子 君       ６番 中 村 正 志 君 

   ７番 田 村 せ つ 君       ８番 茶 屋   隆 君 

   ９番 大 村   税 君      １０番 細谷地 多 門 君 

  １１番 本 田 秀 一 君 

 

  議 長 松 浦 満 雄 君（同席）  

 

〇欠席委員（なし） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名  

      町            長      山 本 賢 一 君 

      副 町 長      江刺家 雅 弘 君 

      総 務 課 総 括 課 長      日 山 一 則 君 

      総 務 課 企 画 担 当 課 長      鶴 飼 義 信 君 

      総 務 課 総 務 担 当 課 長      松 山   篤 君 

 
      会計管理者兼税務会計課総括課長 
                         古 舘 寿 徳 君  
      兼収納・会計担当課長兼課税担当課長 
 

      町 民 生 活 課 総 括 課 長      工 藤 晃 子 君 

      町民生活課総合窓口担当課長       寺 地 隆 之 君 

      町民生活課町民生活担当課長      鶴 飼 靖 紀 君 

      健康福祉課総括課長兼福祉担当課長      小笠原 隆 人 君 

      健康福祉課健康づくり担当課長      日 向 安 子 君 

      産業振興課総括課長兼農林振興担当課長      竹 澤 泰 司 君 

      産業振興課農政企画担当課長      工 藤   薫 君 

      産業振興課商工観光担当課長      輪 達 隆 志 君 

      地域整備課総括課長兼上下水道担当課長      中 村 勇 雄 君 

      地域整備課環境整備担当課長      神久保 恵 蔵 君 

      再生可能エネルギー推進室長      日 山 一 則 君 

      水 道 事 業 所 長      中 村 勇 雄 君 

      教 育 長      小 林 昌 治 君 

      教育委員会事務局総括次長      野 中 孝 博 君 

      教育委員会事務局教育総務担当次長      輪 達 ひろか 君 
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      教育委員会事務局生涯学習担当次長      梅 木 勝 彦 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      日 山 一 則 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      竹 澤 泰 司 君 

      監    査    委    員      西 山 隆 介 君 

      監 査 委 員 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

      議 会 事 務 局 長      関 向 孝 行 君 

      議 会 事 務 局 主 事      竹 林 亜 里 君 

      議 会 事 務 局 主 事      松 坂 俊 也 君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣告 

〇委員長（茶屋 隆君） それでは、第１日目に引き続き令和４年度軽米町一般会計歳入

歳出決算等審査特別委員会を開会します。 

    まず連絡でございますけれども、今日、特別委員会の開催中、午後２時より二戸

北部ライスセンターの視察を行いますので、今日は午後１時４５分頃をめどに会議

を閉じ散会し、現場へ移動します。移動手段としては、現場で散会ということでご

ざいますので各自それぞれでもよろしいと思いますが、当局のほうでも車を２台用

意しているということでございますので、乗り合わせて行っていただきたいと思い

ます。 

    ただいまの出席委員は１１人であります。定足数に達しておりますので、会議は

成立しました。 

（午前 ９時５７分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎議案第９号の審査 

〇委員長（茶屋 隆君） それでは、本特別委員会に付託されました議案の審議に入りま

す。 

    今日は議案第９号の４款衛生費からでございます。 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（茶屋 隆君） その前に、中村委員から要望がございました新型コロナウイル

ス感染症の発生動向について健康福祉課からご報告がございます。 

    健康福祉課健康づくり担当課長、日向安子君からご説明をお願いいたします。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（日向安子君）  おはようございます。それでは、報告

をさせていただきます。 

    ９月８日に中村委員からいただきました質問といいますか、報告をいただきたい

ということでお話を頂戴しておりましたので、資料をまとめてまいりました。こち

らですけれども、新型コロナウイルス感染症の発生動向についてということで、岩

手県の感染症センターというところのホームページから抜粋してまいりました。 

    初めに、定点把握についてちょっと説明させていただきたいと思います。表の隣

の箱に入っているところですけれども、５月８日、新型コロナウイルス感染症が５

類に移行いたしました。それ以降は、各市町村ごとの感染状況ということは報告を

されなくなっておりまして、各保健所ごとに定点、医療機関を定めまして、そちら

での報告を受けて感染の拡大状況の把握をしているところです。 

    定点とは、感染症の流行状況を知るために、一定の基準に従って１週間当たりの

感染症に罹患した方の数を報告していただく医療機関のことです。岩手県では、季
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節性インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については県内６３か所の医療

機関、こちらはインフルエンザとコロナの感染症どちらも同じ医療機関でございま

すが、指定されております。ちなみに、二戸管内では３つの医療機関が指定されて

おります。こちらにつきましては公表をされておりませんので、ご了承をお願いい

たします。 

    また、定点当たりの報告数、患者数とは、１週間に１つの定点医療機関当たりに

何人の患者の報告があったかを表す数値です。この数値によって感染症の流行状況

が把握できます。当該感染症報告の全数を定点医療機関で割った数が定点当たりの

報告数、患者数となります。 

    ちなみに、二戸保健所管内の場合ですと、表中、一番端ですけれども、中央付近、

８月２８日から９月３日の週ですと、二戸管内は３つの医療機関での受診者が２２

６名でした。こちらを定点医療機関数の３で割りますと４２．００となります。こ

の数値で流行状況を推計することができます。 

    では、この定点当たりの１週間当たりの患者数について報告いたします。８月７

日から８月２８日までの週をまとめてみたところです。県全体で見ますと、８月７

日の週が１６．９５人、最終の８月２８日から９月３日の週が３５．２４人となっ

ており、これは全国１位となっている数値です。 

    二戸管内を見てみますと、８月７日からが９．００人、８月２８日から９月３日

の１週間が４２．００人となっております。その前週、８月２１日の週から二戸地

区では患者が急増している状況です。 

    軽米町一つの町での罹患数というのは把握できないことですけれども、二戸管内

の罹患としましては急増していることが分かります。 

    裏を御覧いただきたいと思います。こちらが今お話ししました表のところ、それ

ぞれの保健所別に示したグラフでございます。二戸管内ですと、８月７日の週は県

平均よりも少なくありましたけれども、８月２１日からの週、また８月２８日から

の週については県内でも高い数値となっており、県全体よりも高くなっている状況

でございます。 

    新型コロナウイルス感染症の発生動向についての報告を終わります。 

〇委員長（茶屋 隆君） 説明が終わりましたけれども、何か質問があれば。 

             〔「はい、委員長いいですか」と言う者あり〕 

〇委員長（茶屋 隆君） 質問されても答えられる範囲内でよろしいでしょうか。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（日向安子君） はい。 

〇委員長（茶屋 隆君） 細谷地委員。 

〇１０番（細谷地多門君） 報告ありがとうございました。 

    それで、１つふだん気がかりだったのですが、５類に区別されて、今度はインフ
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ルエンザといったか、ああいう類いと同じような扱い、考え方になったのだとよく

報道なんかで耳にしますが、かかった場合はあれですか、前は何日かは自宅待機と

か、出歩くことはできなかったよね。それは、あまり自分がそんなにつらくなけれ

ば出歩いても可能だという考え方ですか。どういうふうな行動を取ればいいのか、

その辺はあまりはっきり最近話題になりませんので、その辺をお聞かせください。 

〇委員長（茶屋 隆君） 健康福祉課健康づくり担当課長、日向安子君。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（日向安子君） お答えいたします。 

    感染してからの行動については、各個人の自己責任ということになりますけれど

も、５日間は自宅で待機していただくということがまず決められているといいます

か、そのようにしていただきたいということでお話をしておるところです。 

    また、診断書を頂きますと医師の指示に従って何日間休んでくださいということ

がありますので、仕事に出ている方は診断書をもってお休みされる方もおられます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ほかに。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  この数字を見て、二戸保健所管内がまず逆に今までよりも増えて

いるという状況、二戸保健所管内が増えているということは軽米町も増えているの

だというふうに把握したものだと思いますけれども、この状況について先日マスク

の着用とか、そういうふうなことを放送はされていましたけれども、今後どのよう

に考察といいますか、分析、軽米町がどうしてこういうように増えたのだろうとい

うふうなことをどのようにお感じになっているか。 

    あともう一つは、今後この状況をどのように対策といいますか、進めようとして

いるのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 健康福祉課健康づくり担当課長、日向安子君。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（日向安子君） それでは、質問にお答えいたします。 

    ８月２１日の週に急増しましたことを受けて、手洗い、うがい、手指消毒、マス

クの着用徹底というところで、再度文字放送や情報無線で皆さんに喚起をお願いし

たところでございます。動向を見ておりますと、お盆明け、あとはほかの地域を見

てみますと、お祭り等が開催された後が増えるのかなというところもございます。

放送の期間を延長するなどして対応していきたいと思いますし、感染対策の大きな

柱にワクチン接種ということもございますので、ワクチン接種のほうも滞りなく進

めることができるように努力してまいりたいと考えております。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  私の聞いたところによれば、盆明けというふうなこと、盆につい

ては終わっていますから、それはそれでいいのでしょうけれども、一戸町なんかは

お祭り明けに急増しているというふうな話も聞いていました。軽米町の場合は、い
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ろんなイベント等がこれからあるというふうな状況の中で、お祭りも１週間後とい

うか、来週になっていますけれども、軽米町だけではなく近隣の市町村等もお祭り

等があると、軽米町の場合、担当課のようですけれども、敬老会はやらないと。一

つのイベントについて、それぞれの担当においてやり方がまちまちではないのかな

というふうな感じも受けます。お祭りは交通規制のところは去年と同じだけれども、

内容については従来というか、４年前に戻るような状況だというふうに私は思って

いるのですけれども、私はそれはそれでいいのですけれども、その辺のところ、こ

ういう急増して、それを祭り等で出ているとかというふうなことを分析しておきな

がら、これからの町としての対応が何かきちっとなっていないような気がするので

すけれども、その辺の対策本部というのがもうないのかもしれませんけれども、町

としてそういうふうな議論といいますか、今後これを、感染を防止するためにどの

ような方法でやればいいかとかなんとかというふうな話合いとか、そういうふうな

ことを持っているものではないかなというふうに私は思うのですけれども、その辺

のところは何か今度のお祭りだけに限らず、いろんなイベント等に対してのある程

度のところまでいったら元に戻そうとか、ここまでは何とか自粛しようとかという

ふうな何らかの指標を持って対処すべきではないのかなという気がしないでもない

のですけれども、そういうふうな今までのやり方といいますか、内部のほうでの考

え方、議論の仕方はどういうふうになっているか、お聞かせいただければなと思い

ます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 健康福祉課総括課長、小笠原隆人君。 

〇健康福祉課総括課長（小笠原隆人君） ただいまの質問にお答えいたします。 

    イベントにつきましては、どれぐらいになれば取りやめにするというような指標

というものは決めてはございませんが、しかしながらイベントについては国でも、

県でも規制できるものではないので、感染対策をしっかりしながら、あるいは呼び

かけながら、開催するというような方向でいくしかないのかなというふうには思っ

ております。 

    敬老会につきましては、特にあれなのですが、建物自体等の気密性というか、密

を避けられない部分もありますし、それだけではなくて今回というか、前回あたり

からもそうなのですが、前にもやっていたときに、楽しみにしている方もかなり多

いようですけれども、その反面連れていくのが大変だという話もあって、その辺も

含めながらちょっと開催についてどうしたらいいものかなというふうな感じもござ

いまして、今回それで感染も増えてきたというところもあるのでやらなかったとい

うふうな状況でございます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 
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〇５番（江刺家静子君） 学校との関係についてお伺いします。 

    話を聞いていると、学級閉鎖になっているそうだとかという話を聞いたりします。

もちろん教育委員会には報告があるかと思うのですけれども、そのクラスの中で誰

々が感染したというのは、休むから周りの子供たちが分かるのですけれども、その

ことで注意するようにとか、そういうことはないのでしょうか。先ほどからも言っ

ているように、保健所管内の数字だけで、町が例えば学校で何人とかという、そう

いう特定の数字はあくまでも出さないということだと思うのですが、何か子供たち

が学校に行っている状況、心配なのですが、学校と町との把握の関係というのは何

かないのでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 健康福祉課総括課長、小笠原隆人君。 

〇健康福祉課総括課長（小笠原隆人君）  ただいまの江刺家委員の質問にお答えいたしま

す。 

    学校での感染状況等については各学校が押さえていると思いますし、それが教育

委員会事務局のほうには来ているかとは思いますけれども、それが健康福祉課サイ

ドのほうで押さえなければいけないというような状況ではなくなっているというの

が５類疾病に移ったということの一つの特徴というか、そういうものでございます。 

    そこについては、各学校あるいは教育委員会事務局のほうでは、感染が増えてき

ているので、その辺気をつけてくださいよというような呼びかけはしていると思い

ますが、うちのほうにはその情報はどこからも来ないので、健康福祉課のほうでは

あくまでこの定点医療機関での数値を基に感染の防止について働きかけていくとい

うような状況で進めていきたいというふうに思っております。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） よろしいですね。では、以上で終わります。 

    引き続き、主要施策の説明書、４款衛生費、１項保健衛生費と２項清掃費、まと

めて説明お願いいたします。 

    健康福祉課健康づくり担当課長、日向安子君、お願いします。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（日向安子君）  ただいまはお時間いただきましてあり

がとうございました。 

    それでは、主要施策の説明書補足説明に入ります。説明書は９ページとなります。

決算書は１０４ページからとなっております。お願いいたします。 

    では、初めに母子保健活動費を報告いたします。目は２目となります。母親が安

全・安心な妊娠・出産の経過をたどり、子供が心身ともに健やかに育つことを目指

し、妊婦健診、産婦相談への公費助成、それに伴う交通費の助成のほか、町の保健

師による妊娠届出時の母子健康手帳の交付、そのときの面接と子育て物品、おむつ

等を届けながらの妊婦訪問を行ってまいりました。数値につきましては、資料をご
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参照いただきたいと思います。 

    安全に出産を迎えた後には、健やかな成長を共に見守る健康診査の実施と、子供

の頃からのよい生活習慣の獲得を目指して虫歯予防、食事相談等をスタッフ一同で

取り組んでまいりました。 

    また、就学に向けての支援が必要な子供とその親御さんへの具体的な支援の充実

を目指して取り組んでまいりました。こちらの事業につきましては、５歳児教室と

なっておりまして、軽米町の年中の子供のところに行って集団での遊び方等を専門

家等と一緒に見させていただいて、その後のフォローにつなげております。 

    令和４年度には、年度末にはなってしまいましたが、子育てアプリ「めごかる」

を導入しまして、妊娠の届出の際にアプリの紹介を行っております。現在時点で７

９名の方がアプリを入れて、活用してくださっております。母子保健の事業費は１，

２６４万７，０００円でございました。 

    次に、３目の予防費でございます。こちらにつきましては、令和４年度につきま

しては新型コロナウイルスワクチン接種を健康づくり担当第一の柱として取り組ん

でまいったところですので、３目のところで特に新型コロナウイルスワクチン接種

事業のところを報告させていただきます。 

    ワクチン接種は感染拡大防止の大きな柱となる対策でございまして、令和４年度

は令和３年度から引き続いての３回目接種と４回目接種、またオミクロンに対応し

た５回目の接種がございました。町内の接種につきましては、軽米町の健康ふれあ

いセンターを集団接種の会場としまして、県立病院、また町内の開業医の皆様方か

らのご協力をいただきながら、安全な接種を遂行することができました。人数につ

きましては、延べ、健康ふれあいセンター会場で１万１，２８５回、またそれ以外

の会場において１，２８１回となっております。新型コロナウイルスワクチン接種

に係る事業費は６，４８４万３，０００円となってございました。 

    次に、基本健康診査等実施事業でございます。こちら、４目となります。各種健

康診査に係る委託料についてでございました。病気の早期発見と早期治療を目的と

しまして、コロナ禍での実施状況を踏まえまして、令和２年度に導入した乳がん検

診、子宮がん検診の個別検診に加えまして、令和３年度からは肺がん検診、大腸が

ん検診の個別化を導入し、集団に限定せずに個別で受診方法を選択できるようにし

ておりました。受診者の状況につきましては、資料のとおりでございます。事業費

は２，２３５万５，０００円でございました。 

    続きまして、（４）の健康増進事業です。こちらが５０歳人間ドック事業でござ

いまして、働き盛り世代の疾患の早期発見と早期治療を目指しているものです。令

和３年度より脳ドックを選択できるようにいたしました。町の対策であります脳卒

中対策を強化するために導入したものでございます。令和４年度の５０歳人間ドッ
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クの受診者は５２人、対象は９９人でした。受診率は５２．５％となっております。 

    また、ＪＡ岩手県厚生連の１日人間ドックでは５４人の方が受診しております。

こちらは、対象年齢の方に１万円の助成をしておるところです。予算につきまして

は１９９万４，０００円でございました 

    健康福祉課からは以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございました。 

    続いて、町民生活課分、町民生活課町民生活担当課長、鶴飼靖紀君。 

〇町民生活課町民生活担当課長（鶴飼靖紀君） 町民生活課分をご説明いたします。 

    （５）でございます。軽米町火葬場維持管理事業といたしまして、火葬場のセラ

ミックコーティング業務といたしまして、事業費８８万円で実施してございます。

火葬炉の正常な維持管理に努めたところでございます。 

    町民生活課分は以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ２項の清掃費も一緒に説明していただけますか。 

〇町民生活課町民生活担当課長（鶴飼靖紀君） それでは、２項の清掃費についてご説明

申し上げます。ページ数は１１４ページでございます。 

    （１）でございますが、生活環境衛生の推進といたしまして、町民総参加による

町内一斉清掃の日を８月の第１日曜日に設定いたしまして、道路や河川の清掃を行

うクリーンアップデーを実施しております。行政区や子供会単位等での美しい町づ

くりと生活環境衛生の高揚に努めたところでございます。 

    （２）の一般廃棄物収集運搬事業につきましては、家庭系の一般廃棄物の収集運

搬を行い、生活環境衛生の維持確保に努めたところでございます。令和４年度の収

集実績につきましては、記載のとおりでございます。 

    （３）ごみ収集車整備事業につきましては、高齢者ごみ出し支援事業用の車両２

トン車１台を購入しております。購入額につきましては、２０１万９，０００円で

ございます。この高齢者ごみ出し支援事業の現在の利用者は２２名でございます。 

    以上、町民生活課分でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございました。 

    続いて、地域整備課分、地域整備課総括課長、中村勇雄君、お願いします。 

〇地域整備課総括課長（中村勇雄君）  主要施策の説明書、９ページに基づいて説明いた

します。４款衛生費、１項保健衛生費、５目環境衛生費、地域整備課分です。決算

書は１１２ページとなります。 

    （６）生活環境衛生の推進につきましては、浄化槽設置整備事業費補助金を５人

槽３基、７人槽９基、１０人槽１基の合計１３基に対して助成してございます。事

業費は５６１万３，０００円でございます。 

    生活排水による河川の水質汚染の改善と生活環境の向上を図るため、公共下水道
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区域外における浄化槽設置者に対し費用の一部を補助し、浄化槽の普及推進に努め

たものでございます。 

    （７）飲用水確保対策事業では、２件に対し５９万円を補助してございます。給

水区域以外での飲用井戸等の整備を促進し、安全な飲料水の安定的な確保を図るこ

とに努めてございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございました。 

    それでは、４款衛生費について説明が終わりました。質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。 

    江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  説明はなかったのですけれども、１０４ページの保健衛生総務

費の中にこころの相談精神科医師派遣委託料というものがあります。これは定期的

にやっているのかなと思いますけれども、これとあと県立病院に週１回、一戸病院

からお医者さんが派遣されてきていたと思うのですが、その辺、関係とかお聞きし

ます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 健康福祉課健康づくり担当課長、日向安子君。 

〇健康福祉課健康づくり担当課長（日向安子君）  ただいまの江刺家委員のご質問にお答

えをいたします。 

    こころの相談ですけれども、こちらは県立一戸病院の精神科の先生１名を軽米町

の精神保健相談に来てくださる先生１人ということで病院のほうに決めていただき

まして、その先生が月に１回、健康ふれあいセンターの診察室を会場にしておりま

す。また、コロナの集団接種の会場でもありますので、コロナのワクチン接種があ

るときには場所を変えて、健康ふれあいセンター以外の場所ということで、いらし

た相談の方がなるべくほかの方と会わない環境づくりに配慮して実施しておるもの

です。 

    月１回、１人から、多いときで３名、家庭訪問、あとは所内、来ていただいての

面談ということにしておりました。 

    もう一つ、軽米病院の木曜日に精神科の外来がありますけれども、そちらとの金

銭的なといいますか、予算的な関連性はございませんが、木曜日の午後に外来に来

た患者の方と住民の方と私たち、廊下で続いておりますので、そのときにはお話を

させていただいたり、あとは診察に入る場面というものもございます。連携を取り

ながら実施しているところでございます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  ありがとうございます。やっぱり一戸病院まで行くというのは
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ちょっとなかなか大変だということもあって、結構この相談に行っているという、

木曜日に定期的に来てくださるというのは本当に助かっていると思います。ありが

とうございました。 

〇委員長（茶屋 隆君） ほかにございませんか。 

    江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君） 同じく保健衛生総務費の負担金補助及び交付金の中で、市町村

医師養成事業市町村負担金６２万１，２９０円というのがあります。今回の地区選

挙でもこのお医者さんの医療のことについて候補者の方がお二人とも一生懸命語っ

ておられましたが、広報かるまいにも軽米病院の葛西先生が、お金がなければお医

者さんになれないというのではなくて、いろんな方法がありますよということも話

されておりましたが、この負担金の内容、どういうふうな負担で、割当てで来るの

か、これは県でまとめているのでしょうか、お伺いします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 町民生活課町民生活担当課長、鶴飼靖紀君。 

〇町民生活課町民生活担当課長（鶴飼靖紀君） ただいまの質問にお答えいたします。 

    この市町村医師養成事業につきましては、岩手県国民健康保険団体連合会が中心

となりまして、各市町村から負担金を出していただき医師を養成するものでござい

ます。その負担金の額につきましては、希望者の人数等によって変わってまいりま

す。あと、県内の医師養成の枠も取ってございますので、その人数によっても負担

金の額が変わってくるものでございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  高齢者ごみ出し支援事業についてですけれども、先ほど２２人の

利用があるというふうなこと、それで昨年度からスタートしていろいろと紆余曲折

といいますか、収納する場所、小屋を造ると言ったのが、何かそれをやめて学校だ

ったかどこだかでやっている。今現在その高齢者ごみ出し支援事業をやっている内

容についてもうちょっと詳しく、どのような形で進められているかというのをちょ

っと説明いただけますか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 町民生活課総括課長、工藤晃子君。 

〇町民生活課総括課長（工藤晃子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    まずは、集めてきたものをストックしておく場所というようなお話がありました

が、現在は毎週木曜日といいますか、月３回収集に歩いています。ほぼ午前中で回

収が終わるようなスケジュールで回っておりますので、ストックをしておく場所は

必要なく、その後クリーンセンターに運搬する車両に積み替えて回収するというよ

うな流れになっております。 

    高齢者ごみ出し支援事業ですけれども、対象となる方は６５歳以上の高齢者、要
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介護、要支援のみの世帯の方、障がい者のみの世帯の方、高齢者と障がい者のみの

世帯の方というふうになっております。地区のごみステーションまで自分で持って

いくことが困難な方に対して、個別に収集をするというような事業でございます。 

    利用していただくまでの流れにつきましては、ご本人またはその親族とかケアマ

ネジャーなどの申請によって、そちらのほうでそれを受けて、決定をして利用して

いただくというような形になっております。 

    利用開始に当たっては、利用される方と収集するほうの担当の者と出しておく場

所の確認などもしております。また、そのときには収集に回る収集人の顔というの

も見てもらっているような状況で対処しております。 

    希望をする方には、安否確認ということで玄関口からの声がけをして、お返事が

あったならばいらっしゃるなというふうな感じの安否確認ということもやっており

ます。玄関前で、または指定された場所からごみを持っていくものでありまして、

お家の中まで入るというものではない事業でございます。シルバー人材センターの

ほうに委託をして行っている事業です。よろしくお願いします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 説明が終わりました。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  シルバー人材センターに委託というふうなことも聞いていました

けれども、それで何班ぐらいに分かれてやられているのかなと。当初計画した状況

とはちょっと何か収集業務があまり多くないなということで、当初はそれこそ集め

たものを入れる小屋といいますか、作業小屋みたいなところをやるために予算をつ

けたりした経緯もあるのですけれども、それはこれからやっていく中で変わってく

るかとは思うのですけれども、一つの班だけで全域回っているわけではないのでは

ないかと思いますけれども、２１万１，２００円のお金、委託料はどういうような

形で使われているのかということを知りたいので、ちょっと何班ぐらいに分かれて、

何人ぐらいでやっているかというのを教えてください。 

〇委員長（茶屋 隆君） 町民生活課総括課長、工藤晃子君。 

〇町民生活課総括課長（工藤晃子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    お二人１組になってトラック１台で回っております。１班で回っております。そ

して、現在２２世帯ですので、ほぼ午前中で回収は終えているような状況になって

おります。 

    そして、委託料につきましてですが、１人８，０００円掛けるお二人プラス事務

費ということでお支払いをしております。 

    よろしくお願いします。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほか。 

    中村委員。 
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〇６番（中村正志君）  次に、生ごみの収集に関して、決算書を見ますと、生ごみ実証試

験委託料で１０３万３，９９０円支払いしているようですけれども、何か私の頭の

中で実証実験はなくなって、生ごみはもうただのごみとして扱うというふうに聞い

たような気がしたのですけれども、昨年度から今年にかけての生ごみ処理に関して

どのようなやり方といいますか、どのようなことになっているのか。今なおかつ実

証実験、一戸町のほうとのあれはなくなったような気がしていましたけれども、そ

こをちょっと私も年度であやふやなところがあるのですけれども、そこをちょっと

一緒に教えていただきたいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 町民生活課町民生活担当課長、鶴飼靖紀君。 

〇町民生活課町民生活担当課長（鶴飼靖紀君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    生ごみ処理につきましては、昨年、令和４年１１月まで一戸町と合同で実証試験

を行っておりました。１１月に一戸町が実証試験を終了するということで、その他

受入先を探しておりましたが、現在は可燃物処理ということで処理しております。

二戸管内、あと久慈管内の市町村にお聞きしたところ、どの市町村も可燃物処理を

しているということで、現在可燃物としてクリーンセンターのほうで処理している

状況でございます。 

    実証試験でございますが、葛巻町で堆肥と混ぜて堆肥化しているということで、

葛巻町での実証試験も検討いたしましたが、葛巻町まで持っていくのに片道７０キ

ロメートル、あと１日の受入れ量が１００キログラムまでということでしたので、

ちょっと実現できませんでした。 

    今のご質問に対しての答えは以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほかございませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  議案とは関係ないことで恐縮なのですけれども、今朝放送があり

ました、野良猫の関係で。ちょっと話題がそれるのですけれども、何かこう放送を

聞くと、猫の場合、迷惑している人からの苦情であれしているのでしょうけれども、

犬と違って猫の場合は飼い猫、野良猫、区別できないというふうなことで、どちら

かというと被害受ける人たちのほうが逆にそれを防ぐ方法で対応しなければならな

いのだと、ネットなんかを見ると、ほかの市町村等ではそういうふうに書いていま

したけれども、今日の放送を聞くと、飼い猫の人たちが、何か飼っている人たちの

ほうが注意してくださいとかって、飼っている人というのは家の中に置いているの

でしょうけれども、役場としてのお知らせする内容として責任がないような放送だ

なというふうに私ちょっと感じたのですよ。だから、猫の場合の対応といいますか、

被害をどうすればいいかというふうなことをもう少し勉強されたほうがよろしいの

ではないかな。インターネットなんかを見たら、猫の場合は野良猫、誰のものなの
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かが分からないので注意できないから、逆に被害を受けない方法はこういうふうな

ものがあるから、こういうふうにしてくださいよとかというふうに広報活動をされ

ているというふうなことがちょっとほかのところで見受けられたのですけれども、

猫は都会のほうでは結構あるみたいですので、軽米町でも結構私の近所でもないわ

けではないので、だから非常に迷惑しているという人もいますけれども、猫に対す

る対応も少し何か役場として考えたほうがよろしいのではないかなというふうに、

今日の放送で感じましたのですけれども、その辺どのような意図でああいう放送を

されたのかなということをちょっとお伺いできますか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 町民生活課町民生活担当課長、鶴飼靖紀君。 

〇町民生活課町民生活担当課長（鶴飼靖紀君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    猫につきましては、基本家の中で飼っていただくようにお願いしているところで

ございますが、外に出てしまいますと飼い猫であるか、野良猫であるか、区別がつ

かないということであのような放送をしたところでございます。猫につきましては、

これから飼い方等もこちらでも勉強してまいりたいと思いますので、もしいい方法

がございましたら教えていただければというふうに思っております。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほかございませんか。 

    江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  決算書の１０８ページの予防費なのですが、コールセンター、

会場運営業務及び予約システム運用委託料ということで１，７０３万２，４００円

の支出があります。コロナに対するその取扱いというか、５類に移行したというこ

とであまり厳しい対応というのがなくなったような気がいたしますけれども、今年

度の予算書、ちょっと今ここにないのであれですけれども、今年度もこのコールセ

ンターというのはずっと同じような形で引き継ぐことになっていましたでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 健康福祉課総括課長、小笠原隆人君。 

〇健康福祉課総括課長（小笠原隆人君） ただいまの質問にお答えいたします。 

    コールセンターの業務につきましては、昨年まではフルに接種を行っていたとい

うところでお願いしている状況でございますが、今年度におきましてもワクチン接

種は続けております。春開始接種ということで春にも高齢者と基礎疾患を持つ方に

は接種を行っているという状況で、また今度は９月の末あたりから始めようかと思

っておりますが、秋開始接種につきましても予約等をしていただく、あるいは会場

の設営あるいは会場の運営等についても協力をいただいているという状況から、同

じに委託契約を結んでお願いしている状況でございます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほかなければ。ありますか、まだ。 
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    なければ、６款農林水産業費、１項農業費、説明いただきます。 

    それでは、産業振興課農政企画担当課長、工藤薫君、説明お願いします。 

〇産業振興課農政企画担当課長（工藤 薫君） 主要施策の説明書１０ページ、６款農林

水産業費、１項農業費、農業委員会分でございます。 

    （１）農業委員会総会の開催と農地の流動化促進活動ということで、事業費が１，

９８５万５，０００円、これ、農業委員会費全額でございます。 

    事業目的及び効果ですけれども、農地等の権利移動、転用及び利用関係の調整を

行いました。農業委員会の開催の案件の件数とか農地利用集積件数は、記載のとお

りとなってございます。 

    （２）の農業者年金の加入促進活動でございますが、農業者の老後の生活安定と

農業者の確保に資することを目的として農業者年金の加入促進に努めてございます。

加入者数、受給者数は、記載のとおりとなってございます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 次、再エネ、自然のめぐみ基金元本積立て。 

    再生可能エネルギー推進室室長、日山一則君。 

〇再生可能エネルギー推進室室長（日山一則君） それでは、ご説明申し上げます。 

    再生可能エネルギー推進室、資料は１０ページの（３）自然のめぐみ基金元本積

立てでございます。これにつきましては、発電事業者と締結した協定書に基づきま

して、売電収入の一部を寄附金として受け入れ、自然のめぐみ基金に積立てしたも

のでございます。 

    なお、基金に積み立てた中で、令和４年度におきましては４４０万円を繰入れ、

取崩しいたしまして、親元就農事業あるいは薪ストーブの補助、マルチの補助、森

林整備事業、そういった農業振興事業のほうに充当させていただいております。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございます。 

    次、産業振興課分。 

             〔何事か言う者あり〕 

〇委員長（茶屋 隆君） すみません、面倒でもこの主要施策の説明書の順序でやらせて

いただきます。産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君）  農業振興事業、１０ページ、決算書につきまして

は１２０ページをお開きください。 

    （４）でございます。こちらにつきましては、事業費９２万円、内容につきまし

ては新岩手農協の実施する組織活動推進対策、生産促進対策事業に係る経費に対す

る助成でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ②、産業振興課農政企画担当課長、工藤薫君。 
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〇産業振興課農政企画担当課長（工藤 薫君） 続いて、１０ページの②の農業次世代人

材投資事業（経営開始型）でございます。対象者は１名ございました。事業費は１

５０万円。事業目的、効果ですが、経営の安定的な就農初期段階の青年就農者に対

して農業次世代人材投資資金を交付したものです。決算書は１２０ページになりま

す。 

    主要施策の説明書、次のページ、１１ページになります。③軽米町親元就農給付

金事業、２名ございました。事業費は１０８万円。決算書は１２０ページでござい

ます。町の農業振興の中核となる担い手の確保、育成を図ることを目的として、５

５歳未満の親元就農者に対し給付金を交付したものでございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 続いて、④、産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君）  続きまして、④工芸作物等生産振興事業でござい

ます。事業費は２２７万４，０００円、内容につきましては、ア、葉たばこ生産振

興事業、地力増進対策、こちらは堆肥の散布、立枯病予防対策ということで土壌消

毒用の薬剤の散布でございます。 

    イ、ホップ生産振興事業、生産振興対策ということで、町の基幹産業の中でも中

心的な位置づけにある工芸作物の生産に対し、対策を講じることにより生産量の維

持と農家経営の安定を図り、生産意欲の向上を図ったものでございます。 

    続きまして、⑤農業資材価格高騰等対策支援金でございます。補助件数につきま

しては４１９件、事業費につきまして５，６６０万円でございます。原油価格高騰

等の影響を受けている農業者に対して、令和３年の申告における農業所得に応じて

支援したものでございます。 

    ⑥いわて地域農業マスタープラン実践支援事業でございます。事業費につきまし

ては、１，０３９万４，０００円でございます。町内各地区で作成されております

地域農業マスタープラン実現のため、意欲のある担い手を確保し、担い手を核とし

た特徴ある農業実践に支援したものでございます。 

    （５）でございます。水田農業推進事業、こちらは事業費は７２１万円。軽米町

農業再生協議会に対しまして補助金を交付したものでございます。 

    （６）畜産振興事業でございます。①軽米牛地域内一貫生産推進事業、肥育素牛

の地域内保留４０頭でございます。事業費につきましては２００万円。「軽米牛」

のブランド確立を目指すため、肥育素牛の地域内保留に努めたものでございます。 

    ②軽米町畜産産地づくり強化対策事業でございます。価格安定対策、優良馬改良

推進、繁殖雌牛増頭支援につきましては県内導入が１１頭、自家産子保留が２７頭

でございます。事業費につきましては１，２２８万２，０００円。ブロイラー、養

豚経営の価格安定に努めたものでございます。優良繁殖雌牛及び優良馬改良推進と

畜産基盤整備により、畜産の経営基盤の強化と産地化に努めたものでございます。 
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    ③乳用牛群整備促進対策事業。こちらは、事業費が５８万８，０００円。飼料高

騰等による農家経営の悪化に伴い乳用牛の更新が進まないことから、いまだ進んで

いない乳用牛の血統登録を推進し、優良な乳用牛自家産子の保留に努めたものでご

ざいます。 

    （７）町営牧野管理運営でございます。事業費は１，０５２万５，０００円。町

内２牧野への放牧を推進し、生産コストの低減と安定規模拡大に努めたものでござ

います。 

〇委員長（茶屋 隆君） それでは、税務会計課分、税務会計課総括課長、古舘寿徳君。 

〇税務会計課総括課長（古舘寿徳君）  では、（８）新町地区調査測量業務について説明

させていただきます。 

    令和４年６月の第３０回軽米町議会定例会にて補正予算を議決いただき、一般県

道二戸軽米線の新町地区の拡幅工事等に係る調査測量業務につきましては、直接の

用地改修に必要な第６地割の調査、測量、登記事務等５８筆につきまして行わせて

いただきました。 

    支出した１，７１５万１，１５１円につきましては、全てその調査測量業務に係

る委託料として支出したものであります。 

    以上で説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございました。 

    続いて、産業振興課分、産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） それでは、続きまして（９）ミレットパ

ーク等管理運営費でございます。①ミレットパーク指定管理委託料、こちらはミレ

ットパークの施設の維持管理を指定管理にてお願いしたものでございます。指定管

理者は株式会社軽米町産業開発、指定管理の期間は令和３年４月１日から令和６年

３月３１日までの３か年となってございます。事業費のほうは７０３万７，０００

円となっております。 

    ②のミル・みるハウス指定管理委託料、こちらはミル・みるハウスの指定管理を

したものでございます。指定管理者は同じく株式会社軽米町産業開発、指定管理の

期間も同様で、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３か年となってご

ざいます。事業費でございますが、８４５万３，０００円を支出してございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございます。 

    続いて、多面的機能発揮促進事業について、産業振興課農政企画担当課長、工藤

薫君。 

〇産業振興課農政企画担当課長（工藤 薫君） （１０）多面的機能発揮促進事業、これ

は３つの直接支払交付金がございます。環境保全型農業、多面的機能、中山間地域

等というふうな直接支払交付金でございます。事業費は３，５４０万４，０００円。
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地域の共同活動、条件不利地の農業生産活動、環境保全に効果の高い営農活動の取

組により耕作放棄地の発生防止と農用地の多面的機能の確保を図ったものでござい

ます。決算書は１３０ページでございます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございました。６款農林水産業費、１項農業費につ

いて説明をいただきましたが、２項の林業費も説明していただきます。産業振興課

総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君）  資料の１３ページになります。決算書のページに

つきましては１３２ページでございます。 

    （１）林業振興事業、①薪ストーブ等利用拡大支援事業補助金でございます。こ

ちらにつきましては、薪ストーブ等の購入、設置に係る経費に関して上限１０万円

の範囲内で補助したものでございます。補助件数は５件でございます。事業費につ

きましては５０万円でございます。 

    ②森林整備事業補助金でございます。こちらにつきましては、民有林等の保育等

の事業に対し、予算の範囲内で事業費の１０％以内のかさ上げを行ったものでござ

います。面積につきましては、人工造林２８．９９ヘクタールでございます。事業

費は１７０万円でございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 続きまして、産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） それでは、続きまして（２）雪谷川ダム

フォリストパーク・軽米管理運営費でございます。①といたしまして、雪谷川ダム

フォリストパーク・軽米指定管理委託料といたしまして、こちらも施設の維持管理

につきまして指定管理をしたものでございます。指定管理者は株式会社軽米町産業

開発、指定管理の期間につきましては令和３年４月１日から令和６年３月３１日ま

での３か年となってございます。事業費は９８８万９，０００円でございます。 

    今年のチューリップ園の入園者でございますが、１万９，６２８人で、入園料が

７３５万１，０００円。 

    それから、②のあじさい園整備業務委託料でございますが、こちらはアジサイの

剪定、それから石碑等の園内整備、それからアジサイの品種の案内看板等の追加設

置を行ったものでございます。この委託先は、株式会社軽米町産業開発となってご

ざいます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 説明をいただきました。 

    それでは、ここで１１時１０分まで休憩します。 

               午前１０時５９分 休憩 
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――――――――――――― 

               午前１１時０９分 再開 

〇委員長（茶屋 隆君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

    ６款農林水産業費の説明が終わりましたので、質疑を受けます。質疑ございませ

んか。 

    上山委員。 

〇３番（上山  誠君） 最初に、１２０ページの農業資材価格高騰等対策支援金の関連で

すけれども、昨年度は３０万円とかあげましたが、農家の方から聞くと、私も農家

なのですけれども、今年も引き続き資材とか、そしてさらに電気、燃料費も上がっ

ているが、今年はやらないのかという話がありまして、聞いてみないと分からない

ということでお聞きいたします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） 上山委員の質問にお答えします。 

    昨年度行った農業資材価格高騰等対策支援金、こちらは財源につきまして新型コ

ロナウイルス感染症対策の交付金等を財源として充てさせていただきました。対象

者につきましては、町内に住所を有する農業者で、令和３年度農業収入のうち販売

金額がある者、自家消費のみの方は対象となっておりません。あとは交付金の額で

ございますが、８００万円以上であれば３０万円、５０万円未満の方２万円という

ふうに、段階的に設定させていただいて交付金をお支払いしたものでございます。 

    今年度につきましては、今のところ行う予定はございません。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 上山委員。 

〇３番（上山  誠君） 昨年度は財源がコロナの財源だったということでやったというこ

とでしょう。でも、引き続き今年は電気がすごく高いのですよね。私自身の話でい

うと、１か月５万円以上高くなっていまして、これは１２か月にすると６０万円、

普通に高くなると。そのほかにもガソリン、ガソリンというか軽油なのですけれど

も、トラクターというのは燃費が悪いものですごく高いものでして、そういうとこ

ろからやっぱり皆さんも、農家というのは一回やってもらうとまたやってもらえる

ような感覚で皆さん、農家の方はいるので、ぜひやれとは言いませんけれども、何

か財源を探して検討していただくことを要望して、次の電気柵の補助金の関係をお

伺いします。 

    電気柵、鳥獣被害の対策の電気柵なのですけれども、これは１件当たり１０万円、

半額で１０万円、大体２０万円使うと１０万円という補助金だと思うのですけれど

も、これは何を基準に上限１０万円というものを決めたのか、面積を考えて決めた

のか、ちょっとお伺いしたいのですが。 



- 84 - 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） ただいまの上山委員の質問にお答えします。 

    こちらの上限等の設定方法については、大変申し訳ございません、ちょっと確認

してからでないとお答えできないところでございます。 

    ただ、近隣市町村と確認しながらこういう金額を設定させていただいたものと考

えております。特に面積等は算定基礎には入っていないと思われます。 

    後ほど確認して回答させていただきたいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 上山委員。 

〇３番（上山  誠君） 調べて報告してもらいたいのですけれども、実際この上限１０万

円というのが私にとっては安過ぎると。１反歩とかの電気柵だと３万円、４万円、

補助してもらって半分、３万円ぐらいだと思うのですが、とにかく面積が大きくな

ると、私、１町歩とかそういうところを囲ってみたいなと、予算があれば思うので

すが、面積が大きくなると相当高くなるということで、何せ高くなったところにた

った１０万円もらったところで意味がないみたいな。なので、ちょっとこの予算は

安過ぎるのではないかというのが実際、１件１０万円で年間の予算が４０万円だっ

たかと思うのですが、これ使われていないから４０万円なのでしょうけれども、実

際安いから使わないと思うのですよ、私は。もっと補助率、上限２０万円とかまで

何とか上げていくと、もっと使う人が増えてくると思うのですよ。なので、今の鳥

獣被害対策はちょっと甘いのではないかと。あと、これからイノシシ等の被害がも

うすごく出ているので、被害状況の確認しながらもっと補助率を上げるということ

と、あと予算をもっと取ったほうがいいのではないかという私の提案と質問です。

よろしくお願いします。 

             〔「休憩」と言う者あり〕 

〇委員長（茶屋 隆君） 休憩します。 

               午前１１時１６分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時１７分 再開 

〇委員長（茶屋 隆君） 再開します。 

    産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） お答えします。 

    すみません、先に先ほどの根拠の数値ということで、補助金設定したときにつき

ましては、あくまでもこの補助金は家の周辺のちょっとした田んぼ、畑等を想定し

たものでございまして、それこそ何町歩、１町歩とか、２反歩、３反歩とか大きい

場所につきましては国庫補助事業のほうを当初想定したものでございます。 

    今後につきましては、今ご要望いただきましたので、いずれあまり大きい面積に
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ついては国庫補助事業の適用、また小規模なものにつきましてはちょっと近隣の市

町村の情報を聞きながら、面積等の設定についてまた再度検討してまいりたいと思

います。上限のほうは検討してまいりたいと思っております。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 西舘委員。 

〇４番（西舘徳松君） さっきの関連で、国庫の場合は３人とか、４人とかまとまらなけ

れば国庫が使えないでしょう。そうなれば初めからこれとは全然合わない内容で、

これは家の周りとかなんとか、これは分かる。国庫を使うのだったらそれもそうい

うふうに説明しないと、国庫やればほとんどみんな出るのだなと思っていればそれ

もまた勘違いするのだから、そこら辺もちゃんと町民に告知しないと、農家の人た

ちに。その辺ちゃんと、チラシか何かでやったほうがいいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） 西舘委員のご質問にお答えします。 

    確かに、有害鳥獣被害につきましては増えているということの認識はしておりま

す。つきましては、詳細な国庫補助事業の補助対象の内容など、今後につきまして

はお知らせ版等を利用させていただきまして全戸にお知らせして、町単の補助事業

の内容につきましても同様にお知らせしてまいりたいと思います。それに合わない

ものにつきましては、今後検討してまいりたいと考えております。  

    以上でございます。  

〇委員長（茶屋 隆君） 細谷地委員。  

〇１０番（細谷地多門君） 先ほどの上山委員の質問に関連しての質問をします。 

    途中で農業施策に対する姿勢というのか、考え方を述べながら、いい質問が始ま

ったなと期待していましたが、途中でやめました。私、途中からしゃべりたいと思

います。先ほど委員がしゃべっていた農業の資材の高騰とか様々経費の高騰、要す

るに生産性が悪くなっていると、コストがかかって収益が、黒字が出にくくなって

いるというようなことをしゃべっていましたが、まさにそのとおりで、まあそれが

農業といえば農業全般にわたることで、畜産経営にしてもそうなのであります。個

々の対応を継続的にというのはなかなか言葉では簡単にしゃべるのですが、面倒な

部分もありまして、その状況というのか、実態を継続的にやっぱり調査していくべ

きだなと思っています。これは人的にも様々経費がかかるものですから、人数等も

あっていろいろスタッフのやりくりも大変だろうとは思いますが、本当に大事な部

分かなと思っていました。  

    一回要望があって各自治体で様々補填なり援助というのか、補助をやって、それ

で解決した部分ではなくて、それはそれで大変な部分に対してピンポイント的な部

分で補助したにすぎないので、その経営の厳しさというのはずっと継続しているわ
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けですから、課長、どうかその辺も継続的に現場の声を聞きながら実態を把握して

取り組んでいくことが必要だなと思っていました。大事な部分だなと思っていまし

た。その点についてどのように担当課として考えているのか。また、これは政策的

な部分では姿勢が一番肝腎なわけですが、山本町長からそういった考え方、それを

聞きたいなと思っていました。その姿勢をお伺いしたいと思います。  

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課総括課長、竹澤泰司君。  

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） 細谷地委員のご質問にお答えします。 

    町としましても、できる限り農家の方から直接お声をお伺いしながら、関連機関、

関係団体等と情報共有しまして、今後とも皆さんの経営状況、町としてどういった

ご支援ができるのか、引き続き皆さんから情報を提供いただきながら検討してまい

りたいと考えております。 

    以上でございます。  

〇委員長（茶屋 隆君） 町長、山本賢一君。  

〇町長（山本賢一君）  物価高騰、それからまた燃料等、徐々に徐々に上がっている状況

に関しましては、私も十分に承知しております。今、国のほうでも燃料高騰に関し

ましてはまた補正等も考えているようでございますし、国の動向あるいは県、それ

からまた他の市町村の動向を見ながら、物価高騰に対しての対応等はしっかりとこ

れからも検討していきたいというふうに考えております。 

    以上であります。  

〇委員長（茶屋 隆君） 細谷地委員。 

〇１０番（細谷地多門君） まず分かりました。 

    それで、課長のほうからもう一点聞きますが、私も肥料関係については専門的な

部分は分かりません、素人なものですから。よく外国からの輸入でほとんど化学肥

料等の素材も賄っているということで、日本では今後、将来安くなる要素はないの

だということをよくマスコミ等で報道されていますが、化学肥料に依存するのでは

なくて、何か工夫する、有機肥料のようなものとか、肥料は肥料でも代替、代わる

肥料の部分、そういったものを研究されているようなマスコミ等の報道もあります

が、そういう情報があったら教えてください。今は１００％化学肥料に依存するの

ではなくて、有機肥料とか様々な代わる肥料に考え方を変えて依存していこうとい

うような姿勢があるのだというような様々な情報があれば教えていただければなと

思いますが、いかがでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君）  情報提供につきましては、大変申し訳ございませ

ん、私、勉強不足だと思います。しかし、軽米町のこれからの農業につきましては

耕畜連携、また循環型農業等、畜産の方と作物を作っている方々と連携して軽米町
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なりのどのような方法がいいのか、ちょっと今すぐには出ませんが、連携して地域

内で循環して、できるだけ環境に配慮したような農業が構築できればなと考えてお

ります。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほかにございませんでしょうか。 

    田中委員。 

〇１番（田中祐典君）  先ほどの関連で、有害駆除のほうの関連ですが、電柵の件はさっ

き言ってもらったのですが、ただ有害の頭数というか、把握しないと、全域的に増

えているのではないかと、被害は拡大していくのではないかということが懸念され

ております。予算にもありますが、有害駆除隊もそうですが、軽米町だけではちょ

っと厳しいというので広域的に考えていくというお話もちらっと聞いたのですけれ

ども、そういうことに対しても町のほうでどういうふうに有害駆除隊と、あと地域、

よその市町村と連携していく形というのはどういうふうな考えを持っているかとい

うことを１つお伺いしたいです。 

    あと一点ありますが、また別なものです。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） 休憩お願いします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 休憩します。 

               午前１１時２７分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時２８分 再開 

〇委員長（茶屋 隆君） 再開します。 

    産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君）  鳥獣被害につきましては、今年度鳥獣被害計画の

見直しということで作業している状況でございます。その中で、増えている被害の

状況とかも反映させていきながら、どのように対応していくのか検討してまいりた

いと思います。ただし、こういったものにつきましては今現在どのような方法が取

れるのかというのはちょっと勉強させていただきながら、計画に反映させるように

作成をしていきたいと考えております。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 田中委員。 

〇１番（田中祐典君） そちらはありがとうございます。 

    ２点目ですが、フォリストパークの関係ですけれども、委託をしているわけです

けれども、観光客の中では最近トイレの関係について結構問合せがあるみたいです

けれども、これからの状況、全国的にトイレ関係が、水洗ではありますが、中には

そこに行き届かない部分もあると思うのですが、そこら辺、今後どうしていくのか
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という点を１点だけ聞きたいです。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） 休憩お願いします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 休憩します。 

               午前１１時２９分 休憩 

――――――――――――― 

               午前１１時３０分 再開 

〇委員長（茶屋 隆君） 再開します。 

    産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君）  観光施設のトイレということでございますけれど

も、確かにフォリストパークのほうからも故障がちとか使えない状況になっている

というのもちょくちょく聞こえてはきていますので、直接うちのほうには来ていま

せんけれども、その際できるだけ最少、できる限り修繕で対応させていただいてお

るのが現状でございます。 

    今後につきましては、ちょっと皆さんのご意向をお伺いしながら、できるだけ財

源を確保し、大規模になるかどうか、改修等を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 田中委員。 

〇１番（田中祐典君）  せっかくお客さんが増えているのに、そういう点でお客さんを減

らすことは残念だなと思いますので、よろしくお願いします。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） そういうことで、検討するということでございますので。 

    ほかにございませんか。 

    江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  決算書の１３０ページに多面的機能発揮促進事業費というのが

あります。その負担金、補助及び交付金の中に３項目あるのですが、環境保全型農

業直接支払交付金ということで４１３万９，４００円支出しております。すみませ

んが、この環境保全型農業という２つの組織に払っているのですが、具体的にはど

ういう事業で、２組織になっていますが、どこでやっている事業なのか、お願いし

ます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課農政企画担当課長、工藤薫君。 

〇産業振興課農政企画担当課長（工藤  薫君） 多面的機能発揮促進事業ですけれども、

先ほど主要施策の説明書でも３つほどの直接支払交付金があるというふうなことで、

環境保全型農業直接支払交付金、これは２組織で取り組んでございます。多面的機

能支払交付金、これが１５組織で取り組んでございます。それから、中山間地域等



- 89 - 

直接支払交付金、これは２６協定の組織が取り組んでございます。 

    多面的機能でございますが、水路の泥上げ、農道の路線維持など、あと環境保全

をするようなビオトープ造りとか、農村環境の活動維持、そういうふうなものに取

り組んでおられる地域の方々が代表になってございます。 

    続いて、環境保全型でございますけれども、これは化学肥料を減らすというふう

な取組を行った組織に、緑肥を使用して取り組んだとか、そういうふうなものに対

して直接支払交付金をしてございます。これは２組織ございました。 

    あと、中山間地域ですけれども、急傾斜地の田んぼとかある場合がありますけれ

ども、そういうふうな傾斜地があるところに、条件不利地のところの農地の、やは

り多面的と同じように耕作放棄地を発生させないような格好、あと景観をよくする

ような格好に取り組んでいただいた地域に対してお支払いする。これは国が直接支

払いというふうなことで、単価を決めて国が直接お支払いの部分を持つという国の

制度でございますけれども、交付金の内容ですが、国が２分の１、県が４分の１、

あと町が４分の１負担するというふうな制度でございます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  ありがとうございます。先ほど外国の化学肥料に依存する農業

から脱却する何か方法というか、そういうものがないかなということを発言された

方がいらっしゃいました。そうすると、この環境保全型農業、ここは２つの組織の

方はその化学肥料を少しでも減らしてということで、その取組を始めているという

ことでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課農政企画担当課長、工藤薫君。 

〇産業振興課農政企画担当課長（工藤  薫君） 有機農業に取り組むという申請、要件が

ございますけれども、その要件をクリアした有機農業に取り組むというふうな形で

２組織にお支払いしてございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  ありがとうございます。例えば具体的に作物はどういうものを

やっていらっしゃいますか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課農政企画担当課長、工藤薫君。 

〇産業振興課農政企画担当課長（工藤 薫君） 調査してお答えいたします。 

〇委員長（茶屋 隆君） よろしいですか、調査してからお答えするということですが。 

    そのほか。 

             〔「休憩お願いします」と言う者あり〕 

〇委員長（茶屋 隆君） 休憩します。 

               午前１１時３７分 休憩 
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――――――――――――― 

               午前１１時３９分 再開 

〇委員長（茶屋 隆君）  それでは、再開します。 

    何か質疑ございませんか。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ミレットパークとかフォリストパーク等の利用に関して、ここコ

ロナでまずお客さんもなかったとは思うのですけれども、昨年度の状況は、ミレッ

トパーク等は今現在というか、利用状況、軽米町産業開発からの報告書を見れば分

かるとは思うのですけれども、それも今手元にないので、ミレットパーク、フォリ

ストパークの利用状況は増えているのか、減っているのか、現状維持なのか、それ

らを含めてちょっと説明お願いします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    すみません、資料を持ち合わせていないので正確な数字はちょっとあれですけれ

ども、全体的な動向といたしましては、ミレットパークはコロナ当初は落ち込みま

したけれども、何というのですかね、巣籠もり的なといいますか、あまり人混みが

できるような施設を皆さん敬遠されて、ソロキャンプとかはやりましたように、ミ

レットパークの宿泊棟の利用者数自体は令和３年度、４年度あたりは、コロナ前ま

でとはいきませんが、それほど数が減ったという状況ではございませんでした。半

減したとか、全然来なくなったというようなことはなくて、若干の落ち込みはあり

ましたけれども、コロナ直後に比べれば令和３年度、４年度は利用客も戻ってきま

して、それほどひどいといいますか、少なくなったなというような状況ではないと

いうような感じを受けております。 

    フォリストパークにつきましても、同じような客入りといいますか、お客さんの

動向はやはりコロナ直後は急激に落ち込みましたけれども、その後は自然に触れ合

えるようなといいますか、あまり密にならない施設に皆さん来るようになったとい

うこともありまして、令和３年度、４年度あたりは大分客足も戻ってきまして、今

年もかなりのお客さんが入っているようであります。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ミレットパークについてちょっとお伺いしたいのですけれども、

ミレットパーク、釣り堀のほうのにぎわいは聞いていましたけれども、何かミレッ

トパーク全体の動きというのが全く我々には入ってこないなということで、宿泊の

人たちもどういう人たちが宿泊しているのかも分からないのですけれども、あそこ

で何か客を呼び込むようなイベント等もほとんどなされていない。食堂自体もどの
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ようになっているのかがよく分からない。 

    そこで１つ、あそこは折爪岳だけのヒメボタルの観賞会等が今、全国的なイベン

トになっているかとは思うのですけれども、あれに関連したお客さんがミレットパ

ークを利用して宿泊を伴いながら来ているというふうな状況というのはあるのでし

ょうか。その辺は聞いてはいませんか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    申し訳ございません、ちょっとそこまでは確認しておらなかったのですが、ヒメ

ボタルの観賞会ですか、その期間につきましては町内のタクシー業者、確認をいた

しましてミレットパーク発着でヒメボタルの観賞場所へのタクシーの貸切り等の依

頼も受けていただいておりまして、何件かは利用しているお客さんがあるようでご

ざいます。ミレットパークに泊まっているかどうかまではちょっと確認取れており

ませんが、できれば行くのにミレットパークに泊まっていただけるような状況にな

っていけるように、ＰＲはしていきたいというふうには検討してございます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  フォリストパークですけれども、アジサイが昨年度本格的に整備

されて観賞できるような状況になったのではないかなというふうに私は思っていま

したけれども、アジサイがああいうふうに整備されて、今年の状況を私はちょっと

分からないのですけれども、昨年は見に行きましたけれども。その状況なんかを含

めて、今まではチューリップだけに頼っていたものがアジサイが整備されたと。そ

ういうことで、アジサイがやはり整備されたことによっての入場者数といいますか、

利用者数といいますか、がどれだけ上乗せされたものなのか、どのようにその辺を

把握されておりますでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    令和３年度からあじさい園の整備、本格的に始めまして、令和４年度も続けてや

って、今年は、全部ではないのですが、かなりの範囲で花が多くつくようになりま

して、大分見応えといいますか、できるようなあじさい園にはなってまいりました

が、まだちょっと部分的にあまり花のつきがよくない場所等がありまして、ちょっ

と今年度も引き続き管理のほうしていただいてございますが、支障木等を切ったり

いたしまして日当たりがよくなったのもあるかとは思いますが、ちょっと見たとこ

ろ、今年、花は結構ついているのですね。色があまり、カラフルな色がついていな

いという状態で、その辺につきましてもちょっと様々なところからお聞きして、ど

ういう状態なのかということを確認していきたいとは思っておりました。来年あた
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りはもう少しきれいに咲いてくれるのではないかなと思っております。 

    フェスティバル的なものをやってございませんので、ちょっと入り込みの人数ま

でははっきりしたところは把握してございませんが、ＰＲはしてございますので、

来たお客様にはアジサイもあるようだけれども、何月頃見頃なのでしょうかとかと

いうような問合せは増えてきておりますので、関心持っていただけるお客様が増え

ておりますので、チューリップフェスティバルではないのですが、アジサイが見頃

のときにちょっとしたフェスティバルといいますか、ＰＲできるような催物ができ

ればいいのかなということで考えてございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君） ありがとうございました。ミレットパークも、フォリストパーク

も町にとっては非常に重要な観光資源の施設であるということで、どちらかという

と今まではただ運営しているといいますか、ただ運営しているというだけで、来た

い人は来いというような感じであんまり、フォリストパークの場合はチューリップ

まつりがメインになってきていたわけですけれども、前々からフォリストパークも

年中、年間を通しての花が見られるような状況にとかというふうな希望等もかなり

あったと思いますけれども、それらも含めてこの指定管理も来年でまず一応一区切

りでまた更新になるというふうなこと。 

    それで、指定管理の要件といいますか、その中で、ただ管理していると、この予

算を見れば、もしかすればただ管理員が１人いればいいような状況でしかないよう

な気がしているのですけれども、それだけではなく、例えば軽米町産業開発という

一つの会社に委託しているのであれば、別にそこに来る人はふだんは１人であって

も、何かイベント等についてはやろうとすればたくさんの会社の人たちが協力し合

いながらできるかと思いますので、やはり年間を通して、フォリストパークにしろ、

ミレットパークにしろ、ある程度のイベント等もこれからは催しをして、やはり施

設を利用していただく、客を集めるというふうな考え方にもっと力を入れるべきで

はないのかなと。やはり町長も前々から交流人口の拡大というふうなことは非常に

重要な施策として取り上げていますので、これが一番大きなものが、この観光施設

の利用というのが一番交流人口の拡大につながるのではないかと思いますので、そ

の辺を含めて今後の活用につなげていただきたいなと思いますけれども、その辺の

考えはいかがでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君）  様々なご提言ありがとうございます。そ

うですね、コロナ禍も明けましたので、観光客を呼び込めるような様々なイベント

ですとか、工夫を凝らして一人でも多くお客さんに来ていただけるように検討して



- 93 - 

まいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  今、フォリストパークのお話が出ましたので。私も今年２回行

きました。シャトルバスも出してくださっているので、一番最初のバスに乗ってい

って、まず昼頃帰ってきたのですが、そうしたら運転されている方が、「あなた１

番に乗ったでしょ」、「はい」って言ったら、「次は大変だったんだ、下から上ま

で上がるのに２５分だかかかった」って、それでやっぱりしばらくぶりに人がいっ

ぱい出たからなのか、あまり駐車場の案内とかそういうふうな人手が足りないとい

うことを感じました。 

    あともう一つ、ちょっとお願いしたいのは、遠くから来る人たちがフォリストパ

ークが分かりづらいと、途中に看板が少ないのかな、目立つ看板が少ないのか、分

かりませんが、去年も来たけれども、ついにここにたどり着けなくてって、八戸市

から来た人、それで帰りましたと、夫婦の方だったのですが、今年はやっと見つけ

て来たけれども、チューリップがほとんど終わっていた時期に来たということでし

た。私も車運転するわけでないのであれですけれども、その案内板がないという方、

ほかの方もちょっと分かりにくかったというのを聞きましたので、その辺の工夫は

どうなのでしょうか。言われたことはないですか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    今年は小軽米のほうから上がるところの看板がちょっと木が邪魔で見えなかった

というお話はいただいたので、ちょっと来年度以降はその辺も気をつけて、のぼり

旗等を立てて、歩く際には見て歩きたいなとは思っていましたが、私のほうにはそ

んなに、そんなに分かりにくいというお話は来てはおらないのですが、ちょっとそ

ういう話があるのであれば、町内の案内の目印といいますか、そこを確認して歩き

たいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  もしかしたらカーナビとかない車の人かもしれません。まず、

せっかく来たとき、あと開花情報なんかも出していただければ、今年は暑かったの

で何か、やっと来たら、もう４分の３ぐらいは枯れていたということで、そういう

方もいらっしゃいました。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    開花情報の発信ですが、ホームページ等では一応開花情報のほうは毎日更新して

ございますが、なるべく早い時間帯に更新できるように今後は気をつけてまいりた
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いと思います。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほかございませんか。 

    細谷地委員。 

〇１０番（細谷地多門君） 農業構造改善センターの話なのですが、よろしいでしょうか。

実は私も指定管理者というのか、地元の笹渡の農業構造改善センターのそういう部

分を担っていますが、努力していただいて補助金は年間８万円だかもらっています。

だんだん６万円から７万円、８万円と、こう段階的に増えて今８万円になっている

のかな、一番近い金額として。維持管理にやっぱり苦労しています、地元では。私

たちの地域だけではないのではないかと思って。頑張って皆さんあまり声を上げな

いで耐え忍びながら運営しているなと思って感心していました、そういう意味では。

では、どれぐらいかかるのかといえば、例えばそこの地域の施設に電話がなければ

ならない。それもまた自分たちで設置しなければならない。携帯電話の時代であっ

ても、固定電話がないと、いろんな人が使うものですから、それが困っていると言

いましたね。その部分だって年間３万２，０００円ぐらいかかっています。それか

ら、電気がやっぱり、農業資材の部分でもしゃべっていましたが、５万円ぐらいか

かるのですよ、年間。もうそこでその８万円が消えてしまうということです。それ

から、水道料が５万５，０００円ぐらいかかる。そのほかにその他もろもろ除雪費

様々含めれば、内容的には相当の赤字になっています。では、それを運営するのに

どこで補填するかといえば、地元の各世帯から２，０００円ずつの運営費を徴収す

ると、その部分で賄っています。 

    要望もいっぱいあって、最近は外灯もないと、避難所になっていながら何で暗い

のだというような意見ももらいまして、確かに避難所でありながら真っ暗だよなと

いう部分で、今までも我慢してきたのですが、そういう部分では地域の要望といい

ますか、外灯とかそういった設置の部分で要望があれば対応してもらえるのかどう

か。一時は地域で協議会でいろいろ補助ももしあるのであれば、助成があるのであ

れば半分なり、幾らでもそういうものを受けながら、地元でも負担しながらつけた

らどうかというような意見もありましたが、考えてみれば我々、その外灯までつけ

る部分ではちょっと適当でないよなという感じがしてございます。そういった部分

についてはどうなのですかね、担当課としては。やっぱり地域の要望に応えて何と

か目的がかなえられるようになればいいなという考えなのか、いや、ちょっとそれ

は各地域で対応してくれというようなことなのでしょうか。これは……めいた話に

なったのですが、ほかの地域でも同じだと思います。その辺、どのように我々は理

解すればいいのか、説明をお願いしたいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課農政企画担当課長、工藤薫君。 
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〇産業振興課農政企画担当課長（工藤  薫君） ただいまの細谷地委員のご質問にお答え

します。 

    ８万円という指定管理料、これで維持管理に苦労しているというふうなお話でご

ざいます。同様のお話もいただいているところもございます。指定管理料は何年か

に１遍ずつ見直しをしてちょっと値上げをしてきたわけなのでございますが、電気、

燃料の高騰もございますし、来年度は指定管理の更新の年になりますので、それら

に合わせて見直しを検討していきたいなというふうに考えてございます。ただ、財

政事情もございますので、どれくらいというふうなお話は控えさせていただきます。 

    あと、外灯の部分ですけれども、避難所でありながらセンターの敷地内に外灯が

ないというお話と受け止めました。一般の外灯ですと行政区に何戸に１灯というふ

うな配分で設置されているわけなのですけれども、センターの敷地内に欲しいとい

うふうなお話と受け止めましたので、これについてはちょっと検討させていただき

たいと思います。やっぱり電柱から引き込む定額型が一番経費が安いわけなのです

けれども、それらの方法についてもどのようなものがコスト的に一番いいのかとい

うふうなものを考えながら考えたいと思っています。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） よろしいですか。 

〇１０番（細谷地多門君） よろしくお願いします。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  私、今の管理指定、センターの関係で、小軽米生活改善センター

が今小軽米出張所になっておりますけれども、来年の９月から委託するような方向

で今考えているということ、この前議員全員協議会で説明いただきました。そうな

った場合に、今小軽米生活改善センターが小軽米公民館というものも兼ねていると

いうふうなこともありますけれども、生活改善センターの予算として今まで運営し

てきていると。果たして小軽米公民館として機能しようとしているのかどうかがよ

く分からないのですけれども、ほかの生活改善センター等が全て各地域に指定管理

されていると。小軽米の生活改善センターだけが直営でやっているという状況なわ

けです。ですから、来年の出張所が廃止になった状況の中で、地元の上河南の人た

ちには公民館がないからそれをなくしたくないとかというふうな声もあるようです

けれども、その辺もどのように考えようとしているのか、ちょっとお伺いしたいな

と。小軽米公民館というふうなものも含めながら、その辺関連性がありますけれど

も、どのように考えているのか、こちらだけの問題なのかどうかは分からないので

すけれども、教育委員会事務局との兼ね合いもあるとは思うのですけれども。午後

からの、１時からの回答でもいいですけれど。 
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〇委員長（茶屋 隆君） ちょっと待ってください。引き続き質問ありますよね。今聞い

たので答えて終わり。 

〇６番（中村正志君） 答え次第であるかどうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 続きますよね、多分、今まで経緯を見れば。ということで、１

２時になりましたから。 

〇６番（中村正志君） 午後からでいいですよ。 

〇委員長（茶屋 隆君） では、１時まで休憩します。 

               午後 零時０２分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 零時５５分 再開 

〇委員長（茶屋 隆君） では、少し早いですけれども、全員そろいましたので、休憩前

に引き続き会議を始めます。 

    それでは、先ほどの中村委員の質問に対して産業振興課総括課長、竹澤泰司君、

説明をお願いいたします。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） 中村委員の質問にお答えします。 

    小軽米生活改善センターにつきましては、ただいま出張所の機能を郵便局のほう

に移管、お願いするという形で協議している最中でございます。予定だと来年６月

をめどに進めているというふうにお伺いしていますが、現在センター費のほうに管

理運営費等予算措置させていただいておりますことから、出張所の機能を移管して

廃止ということになれば、産業振興課のほうで来年度につきましては管理運営等を

行っていくことになるのではないかなと考えております。 

    産業振興課としましては、できればその後、もし指定管理を受けていただける団

体が地区のほうにあるのであれば、いずれは、将来的には指定管理のほうをお願い

したいというふうに考えております。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございます。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございます。相手があることでしょうから、そういう

考え方は当然持ってしかるべきだなというふうに思いますので、ぜひ進めてほしい

なと。というのは、やはり町民の方々に対する公平性というか、そういうふうな面

からいっても、あるところだけは職員がいて町の公費負担で施設を運営するのだと

いうことで、別なところはそれこそ指定管理で地元負担等もかなりあるという、そ

してまたそういうふうな施設がないところは自治公民館等については自分たちで、

地域で建設して、自分たちでそれこそ維持管理しているというふうなところが普通

でございますので、そういうふうな点を考えた場合、町民全体の公平性というふう
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な面では、そういうふうな方向性を持って進めていただくことがしかるべきことだ

なというふうに思いますので、お願いしたいと思います。 

    あわせて、関連してちょっとお伺いしたいのですけれども、山内と円子の学校が

閉校したからということなのでしょうけれども、山内地区交流センター、円子地区

交流センターが建設されたと。それで、そこにもそれぞれ、山内の生活改善センタ

ー、円子の生活改善センターがあるわけですけれども、あそこの現状はどうなって

いるのか。施設が機能されているのか、もうただただ放置されているものなのか。

遊休施設になっているような気がするのですけれども、その辺今、現状はどうなっ

ているのか、ちょっとお聞かせください。 

             〔「休憩」と言う者あり〕 

〇委員長（茶屋 隆君） 休憩します。 

               午後 零時５８分 休憩 

――――――――――――― 

               午後 零時５９分 再開 

〇委員長（茶屋 隆君） 再開します。 

    産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） ただいまの中村委員の質問にお答えします。 

    建て替え前の施設につきましては、現在使用されておりません。今後につきまし

ては、公共施設の利用計画の中で総合的に検討してまいりたいと考えております。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  一般質問でも同僚議員から遊休施設といいますか、そういうふう

なところを活用するのか、廃止するのであればそれこそ全部解体してしまうのかと

いうふうな考え方をするべきではないのかなというふうなこと、そのとおりだなと

思います。それこそただただそのままにしておくと、何かあまりにもみすぼらしい

といいますか、地域が衰退していっているというふうに感じられる。それこそ空き

家が放置されている状況と同じ状況ですよね。何か町全体のイメージもあまりよく

ないのではないかなと思いますので、その辺のところ、空き家としてというか、そ

ういうふうな形で利用できる人があれば、利用していただく方に譲るとか、何らか

の方法があってしかるべきかなというふうに思います。その辺のところをぜひ検討

していただきたいなというふうに思います。なぜならば、今議案第３号でしたか、

それこそ公民館の廃止条例が出ておりますけれども、軽米公民館ももしかすれば図

書館も含めて同じような状況になるのではないかというふうなことを危惧するとこ

ろでもございます。ただ条例をつくった、あそこはもう公民館ではなくなったのだ

と、それでただ解体しようとしたところ、解体する予算を取れない。解体するとな
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ればかなりの予算が必要となるでしょうから。まずそういうふうなことまでやはり

考えて、その辺のところ、状況を考えてほしいなというふうに思うわけですので、

軽米町公共施設等総合管理基金条例、議案第１号で出されたその中で考えるとは言

っていましたけれども、今のその場しのぎでの答弁に終わらないで、ぜひ前に向か

って進んでほしいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。答弁は求

めませんので、これで私の発言は終わります。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほかにありませんでしょうか。 

             〔「なし」と言う者あり〕 

〇委員長（茶屋 隆君） それでは、質疑ございませんので、６款の農林水産業費を終わ

りまして、７款商工費に入ります。 

    それでは、７款商工費、産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君、説明をお願

いいたします。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君）  それでは、７款商工費、１項商工費、主

要施策の説明書の１３ページになります。 

    それでは、（１）商工業振興費でございます。①物産交流館指定管理委託料でご

ざいます。こちらも施設を指定管理することで委託したものでございます。指定管

理者は株式会社軽米町産業開発、指定管理の期間は同じく令和３年４月１日から令

和６年３月３１日までの３か年となってございます。事業費は、５８８万９，００

０円となっております。 

    続きまして、②軽米中央商店会補助金でございます。こちらは、町中心街の街路

灯の電気料等の助成を行うことにより中央商店会の活性化と消費者の利便性、快適

性の向上に努めたものでございます。事業費といたしましては、１２万６，０００

円となってございます。 

    次の③軽米町商工会補助金でございます。事業費が４，０１０万円でございます。

それぞれの内訳につきましては、記載のとおりでございます。こちらは、軽米町商

工会が行う商工業者の経営改善や活性化事業等に要する経費に対しまして助成をし

たものでございます。この中で夏祭りでございますが、令和４年度につきましては、

規模を縮小した上でございますが、３年ぶりに開催されまして、花火大会について

も実施されたところでございます。 

    プレミアム付き商品券につきましては、プレミアム率を２０％といたしまして、

町内消費の喚起に努めたところでございます。 

    続きまして、１４ページに移ります。④かるまい交流駅（仮称）建設事業、明許

繰越分でございます。事業費が１億６，８７２万８，０００円となっております。

内容といたしましては、令和３年度より繰越しをいたしました建設工事及び工事監

理業務を実施したものでございます。各業務、工事の内訳につきましては、記載の
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とおりでございます。 

    続きまして、⑤のかるまい交流駅（仮称）建設事業の現年分、令和４年度分の事

業でございますが、事業費のほうが１１億１４２万８，０００円となってございま

す。こちらは、令和４年度に予定しておりました建設工事、工事監理業務及び建築

物エネルギー消費性能計画軽微変更該当証明業務等を実施したものでございます。

それぞれの内訳につきましては、記載のとおりでございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございました。 

    それでは、教育委員会事務局分、教育委員会事務局生涯学習担当次長、梅木勝彦

君。 

〇教育委員会事務局生涯学習担当次長（梅木勝彦君）  それでは、教育委員会事務局分に

ついて説明をさせていただきます。主要施策の説明書は１４ページをお願いいたし

ます。 

    ⑥のかるまい交流駅（仮称）施設備品導入事業、繰越明許分でございます。事業

費が１億９５３万８，０００円。こちらにつきましては、図書館閉架書架及び多目

的ホールの舞台機構につきまして設置を図ったものでございます。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 続いて、産業振興課分、産業振興課商工観光担当課長、輪達隆

志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） それでは、続きまして⑦でございます。

中小企業金融対策資金利子補給費補助金でございます。こちらは、事業費が１８８

万９，０００円となってございます。こちらは、中小企業者の経営安定化のため、

長期かつ低利な町の融資制度のあっせんと返済負担軽減のための利子補給を行った

ものでございます。対象者は、延べ６５件となっております。こちら、貸付限度額

がそれぞれ１，０００万円、それから利子補給率につきましては２％という補助金

でございます。 

    続きまして、⑧運輸事業者等運行支援緊急対策支援金でございます。こちらは、

事業費が２３９万１，０００円となっております。コロナ禍における原油高騰の影

響を受けている運輸、タクシー、バス事業者等のうち、岩手県の同様の支援金の対

象となった事業者を対象に、同額を上乗せして支援金を交付することにより燃料高

騰の影響を緩和し、事業継続の支援を行ったものでございます。こちらの対象者は、

８件となっております。支援の額につきましては、御覧のとおりでございます。 

    それから、⑨中小企業エネルギー価格高騰対策支援金でございます。こちらの事

業費が２，２１１万７，０００円となってございます。こちらは、コロナ禍におけ

る電気、ガス等のエネルギー価格高騰の影響を受けている町内の中小企業を対象に、

支援金を交付することによりエネルギー価格高騰の影響を緩和し、事業の継続を支
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援したものでございます。こちらの対象者は、法人が５９件、個人の事業者が１３

４件となっております。それぞれの給付額につきましては、記載のとおりでござい

ます。 

    それでは、続きまして１５ページになります。（２）観光・イベント関係、観光

費でございます。①の観光情報発信業務委託料でございます。こちらは、事業費が

２０５万７，０００円となっております。こちらは、ラジオを活用しましてイベン

ト情報等を発信し、交流人口の増加や知名度の向上に努めたものでございます。エ

フエム岩手で毎月第４水曜日の午後、それからＢｅＦＭではイベントごとに随時放

送をお願いしておるものでございます。 

    ②軽米町観光協会補助金でございます。こちらは、事業費が４８５万円となって

おります。交流人口の増大と観光振興を目的といたしまして、観光協会事業への補

助金として支出したものでございます。感染症等の影響によりまして、ハイキュー

フォトロケーション、食フェスタｉｎかるまいは中止を余儀なくされたところでご

ざいますが、森と水とチューリップフェスティバル、軽米秋まつり、かるまい冬灯

り、観光と物産キャンペーンにつきましては、感染対策を実施いたしまして、一部

縮小しましたが、開催してございます。開催日等につきましては、記載のとおりで

ございます。 

    それから、③軽米秋まつり山車団支援交付金でございます。こちらは、事業費が

１２０万円となっております。秋まつりに参加する山車団を対象に、経費の支援を

行ったものでございます。こちらにつきましては、各２０万円ずつ６山車団に交付

してございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございます。 

    続いて、再エネ室分、再生エネルギー推進室室長、日山一則君。 

〇再生可能エネルギー推進室室長（日山一則君） それでは、引き続きまして主要施策の

説明書１５ページでございます。 

    企業誘致関係ということで、継続して事業を実施してまいりました新規求職者等

への地元就職を促進するため、雇用の場の確保及び拡大を図り地域活性化に資する

ため、町内業者に交付したものでございます。事業費、決算額は１，０３１万２，

０００円でございます。状況といたしましては、新規求職者の雇用人数は１０名、

継続雇用の２年目が１３名、３年目が７名ということでございました。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございました。 

    次、産業振興課分、産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君）  それでは、続きまして（４）の地場産業

振興費、①地域創造促進事業委託料でございます。こちらは、軽米町産業開発に委
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託をいたしまして、本町の特産品の販路拡大を図るため、各種の物産展や展示会、

商談会でのＰＲ及びインターネットを活用した商品のＰＲを行った事業でございま

す。事業費が２０２万８，０００円となっております。 

    ②のさるなし振興事業委託料でございます。こちらも、軽米町産業開発に委託を

しまして、さるなしの生産振興及びさるなしを活用した商品開発の取組を行った事

業でございます。事業費が２２０万９，０００円となっております。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） ありがとうございました。 

    それでは、７款商工費の説明が終わりました。質疑ございませんでしょうか。 

    田中委員。 

〇１番（田中祐典君） かるまいブランドというもので何年か前からやっているわけです

けれども、この認証と、その後の経過と、これからどういう考えで進んでいくのか

をお聞きしたいです。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） かるまいブランド認証品につきましては、

以前から数はそろってきたのですが、目玉になるような商品をつくったほうがいい

のではないかというご意見をいただきまして、昨年度あたりから、名称はあれです

が、プレミアムかるまいブランドというような目玉商品、一番に推していくような

商品をつくれないかということで、商工会と協議をいたしまして、向こうでかるま

いブランドの認証委員会等もございますので、その中でどういった方向がよいのか

ということで検討はしておりますが、まだちょっと結論までは至っていない状況で

ございます。認証式等につきましても、例年食フェスタで認証式等も行っておった

のですが、コロナの関係でちょっと開催できないでおりましたが、今年度は食フェ

スタも開催する予定で今準備を進めておりますので、ここ何年かできなかった分に

つきましても認証商品の認定式、認証の交付式を行っていきまして、引き続き目玉

となるような商品、どういった方向で売り出していったらいいのかというふうな検

討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 田中委員。 

〇１番（田中祐典君） たしかかるまいブランド認証は、個人からそれぞれ手を挙げてお

金を支払っていただいて認証しているという認識でありまして、皆さん継続をしな

い方が多くなって、その理由が何か認証されても販路にはつながっていないという

商工者の人たちがたくさん受け止められた時期があったので、せっかくこういうか

るまいブランドということで、結構軽米の商品というのは世の中に出すと目玉にな

るのがあるのですけれども、なかなか販路ということに対しては難しいかなと思う
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のですけれども、それぞれせっかくやっているのが何かＰＲとかいろんな形で少な

いのかなという感じで、それぞれの商業の開発者の人たちも一生懸命頑張っている

と思っていますので、そこら辺もちょっと今後につなげる、これだということを１

つも確かにですが、今まで頑張ってきた商工者、開発者の人たちの応援もしてほし

いなと思ったので、一言そういう形でお願いしたいと思います。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    従来の認証を持っておられた方々でも、商品がもうこれは継続しないというよう

なものが出てきておりますので、ブランドを認証されたことによって得をするとい

いますか、販路に結びつくような活動ができるようなＰＲをしていきたいと考えて

ございますので、そちらも併せまして一緒に検討してまいりたいと思います。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほかございませんか。 

    大村委員。 

〇９番（大村 税君） 今のブランドの商品認定のことについてちょっとお伺いしたいと

思います。今、同僚委員からも開発は惜しみなくやっているのだけれども、販路に

結びつかないということが大変ネックだというふうにお話しされておりますが、私

も同感の思いでございます。その販路につながらない要因が何なのか、担当課で調

査して、今後の対応を考えているのか、１点。 

    また、ブランド商品が今二十何種目あると私は認識しておりますが、多過ぎるの

ではないかなと、ずっと前からそれは私も主張し、またそれに関係する方も多過ぎ

るというようなことを言っております。この辺で整理をして、やはり軽米町で他市

町村に販売しても負けないような逸品、商品であるというようなことに絞ってこれ

から進むことが大事ではないかなと、このように思いますが、この２点について今

後の担当課としてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    １つ目は、開発して認証を受けても販路につながらない原因ということでござい

ますが、その辺につきましてもまだはっきりした原因というのは分からないような

状況でございますので、これからもといいますか、これから様々、事業者の方のご

意見などもお聞きいたしまして、原因究明及びどうしたら販路拡大につながるかと

いうのは引き続き検討してまいりたいと思います。 

    それから、１つに、１つにといいますか、数が多過ぎるので絞ったほうがいいの

ではないかというご意見でございますが、そのようなご意見いただいておったこと
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もありまして、プレミアム感のついた商品、何点かに絞ったほうがいいのではない

かというお話をいただいて検討しておりますので、よい方向に行きますように様々

な方との意思疎通といいますか、情報共有を図りながら、引き続きどういった方向

がいいのかなということを検討してまいりたいと思います。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 大村委員。 

〇９番（大村  税君） 大変前向きな回答、ありがとうございました。今お話しになった

とおりだと思います。それで、販路に結びつかない要因というものをいち早くやは

り調査研究されて、取り組んでほしいことをお願い申し上げたいと思います。 

    また、商品開発、ブランド認定受けた商品が二十数品あるわけですが、多過ぎる

ということを私は主張しましたが、他市町村では１０品以下で、そこのまちの商品

を自信を持って販売しているというように他の自治体からもお聞きしておりますの

で、ぜひ整理をして、絞って販路、流通に結びつくように努力してほしいというこ

とをお願い申し上げます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 要望ですか。 

〇９番（大村 税君） いや、何かあれば。 

〇委員長（茶屋 隆君） 何か答弁あれば、産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君）  ただいまいただきましたご提言等も参考

にいたしまして、今後軽米町の特産品等の販路が拡大して事業者が盛り上がってい

けますように検討してまいります。ありがとうございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） ほかに。 

    中村委員。 

〇６番（中村正志君） プレミアム付き商品券のことですけれども、この商品券について、

私の頭の中には夏は盆前、冬は歳末、正月前の商店会の盛り上がりを手助けしたい

ということで、プレミアムをつけて商品券を発行していたというふうに私は思って

いたわけですけれども、昨年度は６月に補正をしたのですけれども、当初予算でつ

けたのがもう７月の末にはなくなったと。第２弾はといいますと、９月過ぎてから

発行している。今年も何か当初で取ったのだけれども、６月補正してプレミアム２

０％に上乗せして商品券を発行するのだと。そうしたら、いつから販売するかとい

ったら９月１日から販売する。何か当初の目的と今は商品券の支援については趣旨

が変わったのでしょうか。別にいつでもいいや、いずれ軽米町の消費が図られれば

いいやというふうなことでやっているものなのか。その辺、行政側として商工会に

補助していますので、そういうふうなことについてはどのようにお感じになってい

らっしゃるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 
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〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    昨年度はプレミアム２０％で当初予算にも計上してございましたが、途中でコロ

ナ関連の交付金の増額の内示があったということで、補正で増額したものでござい

ます。本年度は、当初はコロナ関連の臨時交付金が当初予算組む段階ではなさそう

だという情報だったので、従来どおりのプレミアム分の商品券を発行していく予定

で当初予算組んだところでございますが、実際春先にプレミアム付き商品券発行の

準備に取りかかろうとしたところでのコロナ関連の交付金の割当て内示といいます

か、の情報がありましたので、６月の補正をいただいてプレミアム２０％の商品券

を今年度も発行するということになりました。 

    予算をいただきまして、商工会のほうではすぐ発行準備に取りかかっていただき

ましたけれども、やっぱり商品券の印刷ですとか、様々なものがありまして、今年

度も早くても８月末か９月の頭でないとそのものが発行できない。中村委員は、間

を置いてわざわざ９月にというようなイメージなのかもしれませんが、私どももな

るべく早くということで商工会にお願いをしているのですけれども、どうしてもや

っぱりそれぐらいの準備期間が必要だということで、なるべく早く、早くというこ

とで発行をお願いして、幾らでも前倒しでというお話はしてございますが、どうし

ても間に合わないということで今のような時期になった次第でございます。よろし

くお願いします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  業者との関係でしょうから、そのとおりだと言えばそのとおりか

もしれないですけれども、全く新しいことをやろうとしているわけではなく、毎回

同じ印刷物ですよね。毎回同じ印刷物がそんなに時間かかるものなのかと。別に版

下が同じですよね。だから、失礼な言い方すれば、商工会のやる気の問題ではない

のかなという気がしないでもないのですけれども、もう少しその辺を追及して、も

っとその辺を厳しく指導なさるべきではないかのかなというふうに私は思うのです

けれども、いかがでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課総括課長、竹澤泰司君。 

〇産業振興課総括課長（竹澤泰司君） ただいまの中村委員の質問にお答えします。 

    中村委員のおっしゃることはもっともだと思いますので、これからちょっと商工

会のほうに詳細な内容等を確認しながら、できる限り町民の方のご要望にお応えで

きるような発行の仕方を考えていきたいと思います。よろしくお願いします。 

    以上でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） そのほか。 

    江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君） 企業誘致関係のところで、新規求職者等地域雇用促進奨励金と
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いうことで、新規が１０人、２年目が１３人、３年目が７人となっております。こ

れは、何社ぐらいがこの事業を活用して受け入れているのでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 再生エネルギー推進室室長、日山一則君。 

〇再生エネルギー推進室室長（日山一則君） ただいまの質問にお答えいたします。 

    １７事業者です。なお、新規、１年目を採用した事業者は８社でございました。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  分かりました。そうすれば、１人幾ら、新規と継続で金額が違

いましたでしょうか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 再生エネルギー推進室室長、日山一則君。 

〇再生エネルギー推進室室長（日山一則君） １人当たり、１年目が６１万２，０００円、

２年目が２４万円、３年目が１６万８，０００円、トータルで、３年間で１０２万

円でございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  もう一つ聞きたいのですが、１３６ページの備品購入費のとこ

ろで、１億９６４万７，７８０円の支出額なのですが、これが後ろのほうの２７２

ページの物品というところの欄に、何か決算年度中増減高というのは、この物品等

とかという備品みたいなところに全然増減高がないのですが、これ、ちょっと表、

どういうふうな形になっているのかお聞きします。 

〇委員長（茶屋 隆君） 総務課総括課長、日山一則君。 

〇総務課総括課長（日山一則君） 決算書の２７２ページの物品が全てトータルの備品と

いうわけでございませんので、こことは一致しません。施設で大きく施設設備備品

としてやっている部分もございますので、そこの部分はここはリンクしているもの

ではございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  そうすると、例えば例を挙げるとどのようなものがここに入る

のでしょうか。 

〇総務課総括課長（日山一則君） ここですか。 

〇５番（江刺家静子君）  ２７２ページのほうに載るのは。ここは全然当てはまるものが

なかったということですね。 

〇総務課総括課長（日山一則君） そうですね。 

〇委員長（茶屋 隆君） 総務課総括課長、日山一則君。 

〇総務課総括課長（日山一則君）  備品購入のものというのは、ここに物品という形で管

理しております庁用車でありますとか、あるいは除雪機械、あとは消防車両、バス、

そういったもの、あるいは各事務で使っているシステム、そういったもので、備品

購入費で購入しているものが全てというわけではございませんが、この物品管理表
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に基づいた部分で記載しておるものでございます。 

〇委員長（茶屋 隆君） 江刺家委員。 

〇５番（江刺家静子君）  例えばミル・みるハウスの陳列台等とか保育園の何か遊具みた

いなものとかいろいろありますので、ちょっとそこら辺の分け方が分からなかった

ものだから質問いたしました。２７２ページと２７３ページにいろいろあるのです

けれども、かるまい交流駅（仮称）には高い備品、金額的に張るものがいろいろ入

っていますので、これからもスポーツ用品なども入ってくるので、どういう扱いに

なるのかなと思ってお聞きしました。 

〇委員長（茶屋 隆君） 何を聞きたいのですか。 

〇５番（江刺家静子君） どういうものを今後物品に載せるか、載せないかというのがち

ょっとよく分からなかったのです。 

〇委員長（茶屋 隆君） 分かりましたか、質問の中身。 

    教育委員会事務局生涯学習担当次長、梅木勝彦君。 

〇教育委員会事務局生涯学習担当次長（梅木勝彦君）  今回導入しました備品につきまし

ては、舞台機構の部品ということでございまして、まず例を挙げますとつり物機構、

バトンでありましたり、ワイヤーでありましたり、それから諸幕設備、水引幕、引

割幕、袖幕、ホリゾント幕、かすみ幕といった、それぞれ個々に設備として一体と

して舞台につるすというふうな状況なものですから、今回備品のほうに掲載になっ

ておらない施設の備品ということで説明として挙げさせていただきました。 

〇委員長（茶屋 隆君） よろしいですか。 

〇５番（江刺家静子君） はい。 

〇委員長（茶屋 隆君） それでは、多分最後になりますので、最後ですけれども、私か

らちょこっと２点ほど、委員長交代して質問して４５分になると思います。 

〇６番（中村正志君） 最後であれば、その前に１ついいですか。 

〇委員長（茶屋 隆君） 中村委員。 

〇６番（中村正志君）  軽米中央商店会補助金が、電気料だと思うのですけれども、１２

万６，０００円。去年、おととしの金額がちょっと頭にないのですけれども、ただ

イメージ的に大分少ないなと思って見ているのですけれども、街路灯の電気料の補

助金だと思うのですけれども、これは将来的にはゼロにするということで少なくな

っていっているものなのか。電気料というのは今どこでも値上がりしている状況に

おいて、この１２万６，０００円というのは少ないのか、いや、そうでもないです

よということなのか、ちょっとそこも含めて教えていただければと思います。 

〇委員長（茶屋 隆君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君）  ただいまの中村委員のご質問にお答えい

たします。 
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    こちらは、委員のおっしゃるとおり、軽米中央商店会街路灯の電気料の補助です。

年間の電気料のほぼ半分程度を補助しているものでございますが、昨年度は１８０

万円ほど補助しておりまして、街路灯の灯具のＬＥＤ化の工事費の補助金も昨年支

出しております。ＬＥＤになったことによりまして電気料自体が安くなっておりま

して、前であればこの補助金約三十二、三万円ほどだったと思いますが、ほぼ半額

以下のような状態になってございますので、補助金を潰していっているわけではな

くて、もともとのかかっている電気料がＬＥＤ化によって安くなって、大分安くな

ったということでございます。 

    以上です。 

〇委員長（茶屋 隆君） よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） いいです。 

             〔委員長、副委員長と交代〕 

〇副委員長（西舘徳松君） 茶屋委員。 

〇８番（茶屋  隆君） 大変恐縮でございますけれども、町民の商店街の方から言われた

ことをそのまま質問いたしますので、ちょっとささいなことかもしれませんが、大

事なことだと思いますので。実はお祭りのポスターなのですけれども、今まで貼ら

せてもらっていたのだけれども、もう春あたりのフォリストパークのチューリップ

まつりにしても、例えばお祭りのポスターにしても、お願いに来なかったけれども、

そういったものを貼る、ポスターの貼る基準というのはあるのかと聞かれたのです。

私は、多分そういう何か基準なんていうものはないですけれども、やっぱり目立つ

ところとか、そういったところにお願いして貼っていると思いますけれども、だっ

たら今議会中でもありますし、特別委員会でも私が聞かなければ聞いたという記録

が残りませんので、そのことでお聞きしたいのですけれども、まずは私はそういう

ことないと思いますので、そのようなことで説明しました。 

    というのは、やっぱり今お祭りの運行する区間も短くなりました。それ以外のと

ころの方もあるわけですし、そのことに対して基準はあるのかということで、私は、

いや、基準はないと思いますけれども、聞いてみますのでということですので、そ

のことが１点と、あとは山車の運行時間が何か聞くところによれば３０分ぐらい延

びたはずです。その３０分延びたというのは、山車の運行のためか、何のために延

びたのか、そこで太鼓の共演とかなんとかというのを山車団の人たちが考えてそれ

はやるのか、実行委員会として何か新しい催物をやるのか、どこでどういうふうに

やられるのかという、そこまで煮詰めているのかどうか。その２点お願いします。 

〇副委員長（西舘徳松君） 産業振興課商工観光担当課長、輪達隆志君。 

〇産業振興課商工観光担当課長（輪達隆志君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    まず１点目は、ポスターの貼付け場所の件でございますが、どこに貼るというの



- 108 - 

に関しての基準というようなものは特にございません。従来であれば、従来であれ

ばといいますか、町内の掲示できる掲示板と、それから町内の中心街のお店の方々

にお願いをしてポスターを貼ってもらっているところでございますが、軽米秋まつ

りに限らず、委員もおっしゃいましたとおりチューリップフェスティバルから始ま

りまして様々なイベントの際にポスターを貼り出ししておりますけれども、準備に

係る職員の手間とは言いませんが、ちょっと期間的にもかなり忙しいものがござい

ますので、効率化という点も含めまして、最近は各行政区の区長さんにポスターを

お送りいたしまして、地区内の適当なところ、皆さんが見るような場所に貼ってい

ただくようにしたこと等もございまして、町内のお店につきましてはある程度の、

ある程度のといいますか、比較的人数が、訪れる方が多いお店で、店内でゆっくり

と買物をしながら見るような感じのお店に絞ってとは言いませんが、若干枚数を減

らしているのが現状でございます。もっともっとたくさん貼ったほうがいいという

ご意見が多いのであれば、今後また貼る場所につきましても再検討していきたいと

思ってございます。 

    それから、２点目の軽米秋まつりの運行時間といいますか、規制区間が今年度、

例年に比べまして３０分ほど長くなってございます。これにつきましては、１６日

のお通りの運行の開始前、それから１８日のお環りの八幡様のほうに運行が帰って

きた後、３０分程度でございますが、山車が集合するかるまい文化交流センターの

バスロータリー、こちらのほうに山車６台みんな集まりますので、向かい合うよう

な形で山車の共演、おはやしの共演というものを計画してございます。 

    こちらにつきましては、コロナ前に前夜祭をやりたいということで山車団のほう

から要望がございまして、令和元年度から、では前夜祭のほうを計画しましょうと

いうことで進んでおったのですが、コロナ等の関係もありまして延び延びとなって

ございましたが、今年度前夜祭のほうを計画しようということで提案したところ、

１６日の前の平日、１５日に前夜祭をやるとなると、平日の山車を集合場所まで運

ぶ際の人手及びおはやしの子供たちが前夜祭の時間帯に対応できる人数、各団とも

ちょっと集めるのが厳しいというお話になりましたので、運行の始まりと運行の最

後にみんなの山車団が集まって山車の共演をしましょうということで進めたもので

ございます。 

    以上です。 

〇副委員長（西舘徳松君） 茶屋委員。 

〇８番（茶屋 隆君） ポスターの件もよく分かりましたけれども、今まで頼んでいたの

であれば、その旨をやっぱり文書であれ何であれ伝えていかなければ、心待ちにし

ていて、うちには何で来ないのかなという、やっぱりそういう方もいらっしゃると

思いますので、これからもやっぱり、頼んでいたのであったら、今回からはこうい
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うふうな形でお願いしますのでということで連絡するべきだと思いますが、そうい

うふうなちょっとした気遣いだと思いますけれども、そのような形で取り組んでい

ただければいいかなと思います。 

    あと、それから運行時間が３０分延びたというのは、各山車団からの要望という

ことですけれども、その進めるのは各山車団でやるということで決めたことかな、

そこら辺がはっきりと決めていましたか、決まっていないのかなというふうな話も

ちょっと聞いたものですから心配していましたけれども、それは主体はやっぱり山

車団のほうで進めてやるのが普通だと私も思いますので、こちらでもそこら辺を把

握しなければ、これから先のことを考えればやっぱり運行する区間が短くなったと

いうことで、何か新しいことを取り入れていかなければ町民の人も、町外から来る

人たちもお祭りに参加するという意識が薄れていくと思いますので、そういった部

分をこれから考えて、よそからどのようにしたらみんながお祭りの期間に来てくれ

るとか、そういうことも各団では考えていますけれども、そういったことをお互い

に共有しながら考えていかなければ、子供の数も少なくなってきましたので、そう

いったことをこれから考えていかなければ非常に尻すぼみになっていくと思います

ので、ぜひその辺をこれから考えていくということを検討していただきたいと思い

ますので、そのことをご要望申し上げまして、終わります。 

〇副委員長（西舘徳松君） 委員長と交代します。 

             〔副委員長、委員長と交代〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

〇委員長（茶屋 隆君） 委員長交代いたしまして、今日は１時４５分で散会して、ライ

スセンターの視察が入っておりますので、それで当局におかれましては明日の１０

時から開会するということで、これをもって散会ということにいたしますので、よ

ろしく対応のほうをお願いいたします。 

（午後 １時４５分） 


